
 

２０２５大阪・関西万博会場こども無料招待事業について 

 

１．事業趣旨（背景） 

令和 7年（2025年）における大阪・関西万博の開催において、大阪府が府内在住の 4歳から高校生

までの児童・生徒を対象に無料招待の取組を表明する中、本市のこどもたちにとっても様々な体験ができ

る有意義な機会ととらえ、できるだけ多くのこどもが参加できるよう、府事業にあわせて市独自で無料招待

を実施する。実施にあたっては、博覧会協会や府とも連携しながら本市事業の対象者に円滑にチケットを

配付する。 

 ※この招待は学校教育活動の一環で実施するものとは異なります 

 

２．対象者 

申請日において市内に住所を有し、令和７年４月１日時点で４歳から１７歳の者 

ただし、１８歳以上であっても高等学校等に在学する通学する生徒は対象 

 

３．配付チケット 

こども招待１日券 

 

４．配付内容及び方法 

各家庭からの申請に基づき、対象者１人につき万博の入場券「チケット ID」を１枚配付 

 

５．申請期間 

令和６年９月１３日（金）～令和７年９月３０日（火） 

 

６．申請方法 

・大阪府が開設する特設ウェブサイトより電子申請（原則） 

・郵送申請（希望者のみ） 

 

７．入場期間（万博開催期間） 

令和７年４月１３日（日）～令和７年１０月１３日（月） 

 

８．周知・広報 

・大阪府 

７月１日 特設ウェブサイトを開設（市ウェブサイトと連携） 

７月８日 大阪府万博子ども招待コールセンターを開設 

・本市 

７月１日 市ウェブサイト「万博会場こども招待事業」の紹介ページを公開 

７月 市広報誌に大阪府が上記２件を開設することを掲載 

９月 市広報誌に市無料招待の申請が開始されることを掲載 

 

９．その他 

    行こうよ！万博へ！ （大阪府作成チラシ） 

参考資料４ 


